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研究成果の概要（和文）：　本研究ではスポーツ競技の上級審判員が試合で判定を行う際、何を考えて判定をし
ているのかといったことがストレスへの対処においても重要であると考えた。そして、彼らが判定を行う際に準
拠している心的な枠組みを説明するための「メンタルモデル（mental model）」について、質的データ分析を行
った。
　結果として、1．「基準をぶらさない」、2.「選手の力を引き出す」、3．「競技特性の理解」、4．「選手の
気持ちに添う」、及び5．「受け入れられる努力」といった要素の重要性が見出された。最終的に、これら5つの
要素が優れた上級審判員の「メンタルモデル」を構成することが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：In this study, we considered that what advanced level referees in sports 
games think when they make decisions is important in terms of stress coping. We then conducted a 
qualitative data analysis on their "mental models" to explain the mental frameworks they followed 
when making their judgments.
As a result, we found the importance of elements such as 1. "not compromising standards," 2. "
drawing out the best in the players," 3. "understanding the characteristics of the sport," 4. "being
 sympathetic to the players' feelings," and 5. "making acceptable efforts." Ultimately, it became 
clear that these five elements make up the "mental model" of an excellent advanced level referee.

研究分野： スポーツ心理学

キーワード： 上級審判員　メンタルモデル（mental model）　ライフストーリー　演出家　カウンセリングマインド
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　これまでスポーツ心理学領域における研究の対象は、専ら“競技者”や“指導者”であり、“審判員”を対象
とした学術的な研究は非常に数少ないことから、本研究の成果は価値の高いものとなると考えられる。
　面接調査の結果は、個人の内的体験の意味を考えつつ面接事例として記述した。面接調査から得られる質的な
データは内容が豊富で深く、対象者が特定の場面において、どのような動機や理由を持ち、何をどう感じ考え行
動しているのかについて、自然で多面的で深い理解ができる。こうした点から、本研究において用いた調査手法
により、これまでの同テーマの研究では明らかにすることのできなかった側面からの接近が可能となった。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
（1）研究の背景 
どのようなスポーツ競技にも、独自に定められた競技規則、いわゆる“ルール”というものが

ある。そして、競技に参加する選手たちがその“ルールという枠”を尊守することにより、スポ
ーツは競技として成り立っている。その枠を選手とともに守り、「判断基準」（一，2007）となり、
実際には試合をコントロ－ルする役割を果たす人が審判員である。 
しかし、審判員も人間であるが故に、彼らの判定における誤りを「ゼロにすることは不可能」

（浅見，1988）であり、度々いわゆる“誤審”が起こっている。そして、時にはそれによって試
合の結果が左右されることもある。こうした問題を解決するための一方策として、様々な競技に
おいて、ビデオカメラやコンピューターによるテクノロジーを用いた判定が行われるようにな
ってきており、スポーツ競技から誤審をなくす動きが活発化してきている。こうした技術の導入
やさらなる発展は“問題を解決するための一方策”となるだろうが、その一方で、審判員にとっ
ては誤審が明るみになるという新たなプレッシャーともなりかねない。 
このように、各種競技スポーツにおいて、審判員の判定に関連する多くの問題が取りざたされ

るようになってきており、審判員を取り巻く現代の状況は、まさに「審判受難の時代」（一，2007）
であると言えよう。実際に、「１つでもミスを犯すと選手、指導者、観客などの非難の的」とな
りかねないことから、裏方的な仕事でありながらも「選手、サポーター、メディア、アセッサー
（レフェリングの評価者）などからの多様なプレッシャーやストレスがある」（上川,2008）とい
う。そして最近では、多くの審判員が（ストレスやプレッシャーに対する）「その対処法を学び
たい」（上川,2008）と望んでいると言い、ストレス対処法等を身につけることを目的とした、サ
ッカーの審判員を対象としたメンタルトレーニングの実践が開始されたという報告もある（立
谷ほか,2005；上川,2008）。 
こうした背景から、本研究の研究開始当初に目的としていた「審判員のストレス対処モデルの

構築」は、競技スポーツの現場に携わる審判員からの要請に応えることができ、また現場に還元
できる情報を相当に多く含む、利用価値の高い研究になると考えられた。本研究を進めていく中
で、本研究ではスポーツ競技の上級審判員が試合で判定を行う際に何を考えて判定をしてい
るのかといった心的な枠組みが、彼らのストレスへの対処においても重要であるとの考え
に至った。そして、それを説明するために、本研究では「メンタルモデル（mental model）」
といった概念を取り入れ、質的なデータ分析を行うことにした。なお、この「メンタルモデ
ル」とは、人間が外界の 情報を理解したり、処理したりする過程では、何らかの枠組みに
準拠して判断を行う際の前提となる、経験や知識に基づき形成された心の中に持つ表象（イ
メージ）の心的枠組みのことである（ジョンソン，1988）。 
（2）学術的な背景 

これまでスポーツ心理学領域における研究の対象は、専ら“競技者”や“指導者”で
あり、“審判員”を対象とした学術的な研究は非常に数少ない。そして伊藤ほか（2006）によれ
ば、審判員を対象とした研究の大半は審判員の試合中の動きの分析を行ったものである（例えば、
高野（1974）；前田（1986）等）という。また、スポーツ心理学領域における学術的な研究はさ
らに数が少なく、例えば、見正（1980）による Y-G 性格検査を用いてバレーボールの審判員の性
格傾向を検討した調査、上野ほか（1992）によるバレーボールの審判員の心理的緊張度について
心拍数をもとに検討を行った調査、伊藤ほか（2006）による少年サッカー審判員を対象としたそ
の判定に関する意識調査、及び村上ほか（2015）によるトップレフェリーに必要な心理特性につ
いての調査等が散見される程度である。ジャッジされる側の選手の視点から審判員の具体的な
判定について取り上げた研究も、国内（例えば、林ほか（1968）；小林ほか（1983）；榎本・荒井
（2016）等）・海外（例えば、Taylor（2003）等）ともに、それぞれ何篇かが確認できる程度で
ある。こうした理由からも、本研究の成果は学術的にも価値の高いものとなると考えられる。 
 
２．研究の目的 
本研究課題は、スポーツ競技において優れた上級審判員が試合で判定を行う際に何を考

えて判定をしているのか、その準拠する心的な枠組み（メンタルモデル）を明らかにするこ
とを目的として行われた。 
 
３．研究の方法 
（1）対象者 
スポーツ競技において評価の高い上級審判員を対象とした。 

（2）データ収集 
対象者のライフストーリーの聞き取りを中心とした半構造化面接、及び試合場面等の動画を

見ながら行う再生刺激法(stimulated recall)により実施した。ライフストーリーの聞き取りは、
「語り手が紡ぎ出す主観的意味世界をすくいとることに重点を置く」（湯川，2011）よう心がけ
て行われた。 
面接調査は研究代表者と対象者の１対１で行い、本人の了解を得た上で全内容をボイスレコ



ーダーで録音した。調査後ただちに文書化し、この際に個人が特定されないような配慮を行った。 
（3）データの扱い 
面接調査の結果は、個人の内的体験の意味を考えつつ面接事例として記述した。面接調査から

得られる質的なデータは内容が豊富で深く、対象者が特定の場面において、どのような動機や理
由を持ち、何をどう感じ考え行動しているのかについて、自然で多面的に深い理解ができる。こ
うした点から、本研究において用いた調査手法により、これまでの同テーマの研究では明らかに
することのできなかった側面からの接近が可能となった。 
（4）倫理的配慮 
本調査の内容は対象者にとってナイーブな問題も含むため、対象者のプライバシーには特段

の配慮を行わねばならなかった。本研究は松本大学研究倫理審査委員会の承認を得て実施され
た（承認番号第 93 号）。また、研究代表者は臨床心理士資格を有していることから、その専門性
を生かし、個人情報等の保護を適切に行うことができたと考えられる。 
 
４．研究成果 
（1）優れた上級審判員の「メンタルモデル」を構成する要素 
本研究の結果として、1．「基準をぶらさない」、2.「選手の力を引き出す」、3．「競技特性の理

解」、4．「選手の気持ちに添う」、及び 5．「受け入れられる努力」といった要素の重要性が見出
された。最終的に、これら 5 つの要素が優れた上級審判員の「メンタルモデル」を構成すること
が明らかとなった。 
（2）「演出家」としての役割 
これまで審判員は、「基準をぶらさない」のように、ルールの「判断基準」（一,2007）となり、

試合をコントロ－ルする役割を担っていると考えられてきた。当然、本研究においてもすべての
対象者が試合をコントロールする重要性について言及していた。しかし、本研究の結果では、「選
手の力を引き出す」及び「競技特性の理解」といった試合の「演出家」としての役割（前田，1986）
が期待されていることが明らかとなった。これはまさに、「観衆が興奮させられるようなゲーム
にするのも、つまらないゲームにするのもレフェリーによる」という言及とも合致していた。関
連して、公益財団法人日本サッカー協会（以下、JFA）の機関誌である「JFA news」において、
2021 年に「審判員のマインド」（JFA，2021）という特集が組まれている。その中で、審判委員
長である黛（2021）は、サッカー日本代表の森保一監督による、「一緒に試合をつくっているん
だという意識を持った審判員を育ててほしい」というコメントを紹介し、続けて「いくら競技規
則を理解し、正確に判定を下すことができても、前提として「みんなと一緒に良い試合をつくろ
う」という意識がないと人の心を打つような試合は生まれない」と述べている。また、同誌にお
いて、国際審判員の荒木（2021）は、（JFA レフェリーカレッジにおいて）「審判員の専門知識
もそうですが、サッカーの試合を成立させることの大切さを学びました。ピッチに立つ選手たち
が気持ちよくプレーできるような笛を吹く。これが審判の役割だと」と述べており、審判員が選
手と良好な関係性を構築し、共に試合を構築していくための努力を読み取ることができた。また、
「競技の特性理解」に関連して、「（中略）空いた時間に試合の映像を見る機会を増やしました。
自分が吹いた試合だけではなく、これから担当するチームもチェックします。どのような戦い方
をするのかを事前に把握しておきます。例えば、最終ラインから丁寧にパスをつないでいくチー
ムであれば、プレーを止めないほうがリズムは生まれやすくなるな、とか。笛を吹く上で、その
チームの特徴を知っておくことは大事です」（荒木，2021）、「観客からブーイングを浴びる原因
は自分にある」と述べており、こうした事前の準備が「競技の特性理解」を促進し、最終的には
心理的ストレスの軽減へとつながっているのではないかと考えられた。 
（3）「カウンセラー」に求められる要素：カウンセリングマインド 
「選手の気持ちに添う」及び「受け入れられる努力」のように、いわば「カウンセラー」に求

められる要素（カウンセリングマインド）までもが要求されていることが明らかとなった。繰り
返しになるが、本来、審判員はルールの「判断基準」（一,2007）となり、試合をコントロ－ルす
る役割を果たす役割を担っている。しかし、カウンセリングマインドを持たない審判員が選手を
「コントロール」しようとのみすることは、決して両者のよい関係を築くことにはつながらない。
ここにカウンセリングの考えを援用すれば、まじめに経験を重ねてきたカウンセラーなら「どう
したら、この相手と最もよい関係をつくることができるだろうか」という考え方に必然的に到達
する（佐治，1966）という。そして河合（2011）が「オペレートとかマニピュレートを放棄する
というところに、僕の心理療法の根本がある」と述べているように、優れた上級審判員は試合を
全体としてコントロールするために、選手をコントロールしようとはせず、むしろ選手中心の視
点を持ち、結果として選手と良好な関係性を築いていると考えられる。 
本研究の結果から、現代の審判員には様々な要素が求められており、先述の通り、まさに「審

判受難の時代」（一,2007）ということが言えるだろう。 
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